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こちらのご案内は、貯金等の相続手続きに必要な書類や記入方法等を記載しています。

ご不明な点は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

<お問い合わせ先>

横浜貯金事務センター相続課相続照会担当

電話 045-945-8195

受付時間 : 平日 午前9時から午後 5時まで

~相続手続きをされるお客さまへ~

O 相続手続きに関しましては、被相続人様がお亡くなりになられた事実、相続人様の範聞、代表

相続人様以外の相続人様の皆様が代表相続人様への支払いに同意されていることなどを確認する

ため、必要書類のご提出をお願いしております。

被相続人様の戸籍の状況等により必要書類が異なる場合があることから、郵便局やゅうちょ銀

行庖舗では、十分な確認やご説明が難しく、当貯金事務センターの専門部署において事務処理を

行っておりますふ

そのため、当貯金事務センターからご案内を差し上げることなどにつきまして、お詫び申し上

げますとともに、このような事務手続きに関しご理解を賜りますようお願い申し上げます。

O 被相続人様が投資信託をご利用されていた場合、貯金等の相続手続の前に、投資信託の相続手

続が必要となりますので、ゅうちょ銀行の窓口または投資信託を取り扱う郵便局へお問い合わせ

ください。

株式金社ゅうちょ銀行



1 相続手続曹の流れ

これからの相続手続きの大まかな流れにつきましては、次表のとおりです。

請求書へのご記入

※ 相続のご請求からお手続の完了まで(上記②~③)、 1週間'"'"'2週間程度を目安としてください。

※ ご提出いただいた書類に不備がある場合、法定相続分等の分割払戻しの場合や処理が混み合っ

ている場合には、 1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 各お手続曹の説明

① 必要書類のご準備 m 請求書へのご記入

同封の「必要書類一覧表j に記載している書類(要否欄にOのある書類)をご準

備ください。

O 相続手続請求書

同封の『相続手続請求書』に代表相続人様が自署し、押印してください。

貯金の払い戻しの場合は、払戻金の受取方法として、「払戻証書の送付」

または「通常貯金への入金」が選択できます。相続手続請求書は受取方法ご

とに別々に作成してください。

※ 貯金以外(振替口座、払戻証書、払出証書等)は、通常貯金への入金はできません。

※ 訂正を行った場合は、訂正箇所に印鑑を押印してください。

※ 複数の請求書に分けて提出していただく場合は、割り印が必要です。

<相続される貯金等の明細の記載が複数になる場合>

相続手続請求書(名義書換藷求書)

代表相続人様の割り印

常時W.刊さ

r..rtt;.ヨ06-:1'文倍

※ 複数すべての請求書に代表相続人様の記

名押印がある場合は、割り印は不要です。



② 郵便局等の窓口への書類提出

ご記入いただきました「相続手続請求書」等の書類(原本)は、同封の

「必要書類一覧表Jおよび「貯金事務センタ}あて封筒」と一緒に、お近くの

郵便局の貯金窓口またはゅうちょ銀行の窓口にご提出ください。

※ 代表相続人様がご来庖ください(代理人様がご来庖される場合は、委任状が必要となり

ます)。

※ 貯金事務センターあて封筒の糊付けは不要です。

【窓口営業時間] 9:00.......16:00 

*1 土・日・休日および 12月 31日""'-'1月 3日を除きます。

*2 一部、営業時間が異なる取扱庖がございますので、詳しくはお近くの郵便局の貯金窓口

またはゅうちょ銀行の窓口へご確認ください。

③ 通i嬢恒証書のお受取り

貯金事務センターにおきまして、ご提出いただきました必要書類の確認およ

び事務手続き完了後、代表相続人様あてに次の書類等を簡易書留郵便にてお送

りしますので、お受け取りください

・払い戻じのご請求の場合 :W払戻証書~ (相続貯金を通常貯金へご入金の場

合は、『お支払金額の内訳~)

-名義書換えのご請求の場合 :W通帳』または『貯金証書』

④ 現金のお受け取り(払い戻しのご請求の場合〉

※ 相続貯金を通常貯金へご入金の場合を除きます。

『払戻証書』につきましては、次の書類をお近くの郵便局の貯金窓口または

ゅうちょ銀行の窓口にお持ちいただき、払戻証書と引き換えに、現金をお受け

取りください。

• w払戻証書1

・ご本人さまであることが確認できる証明書類(運転免許証など)

.ご印章



品事事書類警告Z閤意いただく前広Z くだ事い

(1 相続の手続きもれを防ぐために

被相続人様名義の貯金等が、このたびご依頼いただいたもののほかにも存在する可

能性がございますので、ご不明な場合は、相続の手続きもれを防ぐために、ゅうちょ

銀行または郵便局の貯金窓口で現存照会の請求をしていただきますようお願いいた

します。

転居や結婚等により住所または氏名が変更している場合は、変更前・変更後ともに

ご請求ください。

請求時に必要な書類等ご不明な点につきましては、窓口にお尋ねください。

また、現存照会の請求をされる場合は、相続の必要書類をご用意いただく前に行っ

た上、回答を受領してから相続の請求をしていただきますようお願いいたします。

なお、事前または同時に現存照会の請求をしている場合は、あしからずご了承くだ

さい。

(2回棺続関係書類のご返送)

ご提出いただきました相続関係書類につきまして、戸籍謄本や被相続人様名義の旧

通帳は相続手続終了後にご返送いたしますが、それ以外の書類(印鑑証明書等)につ

きましては、原則、お返ししておりません。

戸籍謄本等以外で、ご提出いただきました書類の返送をご希望の場合は、必要書類

をご提出の際に、ゅうちょ銀行または郵便局の窓口担当者にお申し出ください。

(3.必要書類の追加のご提出依頼)

必要書類のご案内につきましては、「相続確認、表」に基づいて作成しております。

ご提出いただいた相続関係書類を確認した結果、後日、追加の書類をご提出いただ

く場合がございますので、あらかじめご了承ください。



|一書類記号 :A-5| 貯金等相続手続請求書(支払請求書)お客様受信番号-----
貯金等をしておりました下記被相続人が死亡し、私が下記1の貯金等(被相続人が請求した現金払が現金払規定の定めにより規約解除となった場合の払出金の戻入れを受ける権利を含みます。)を相続することになりました。ついて

は、私が代表して同貯金等の相続手続を行いますので、次のとおり請求します。
相続手続の請求にあたり、被相続人の遺言書はなく、また、私が代表して貯金等の相続手続を行うことに棺続人全員が同意し言おり、相続人間の紛議もありません。
万一、私以外の者から権利を主張されるなど、本件に関して後日どのような紛議が生じた場合においても、私が責任を負い、ゅうちょ樹子又は郵便局に対しては一切迷惑・損害をおかけしません。

.死亡日 平成 年 月 日|フリガナ I I2遺言の有無(被相続人の障害の有無につい喰うする番号をOで囲んでください。.I 
I (1)・ 無し I (2) 有り l 

被|おところ |お名前 1 I 
相
続

人 1 φ 3払戻金を通常貯金へご入金の場合、通常貯金の記号番号およびお名前(口座名義人)をご記入ください。

生年月日 年 月 日
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被相続人との続柄( 生年月日 年 月 日

1貯金等の明細
次表の貯金等について、代表相続人に支払ってください

貯金の種類 記号・番号 通帳等の有無

あり・なし(紛失)

あり・なし(紛失)

あり・なし(紛失)

あり・なし(紛均

内

あり・なし(紛剣

あり・なし(紛失)

あり・なし(紛失)

あり・なし(紛失)

上記の『通帳等の有無j欄に『なし(紛失)Jと表示したものは、通帳又は証書等を紛失しましたので、来提出のまま処
理してください。
なお、発見した場合は、iOCちにゅうちょ銀行又は郵便局に返却します。
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被相続人様の住

所、氏名(フリガ

ナ)、生年月日及

び亡くなられた
年月日をご記入

くださしL

代表相続人様の

住所、氏名(フリ

ガナ)、生年月日

及び被相続人様

との続柄等をご

記入の上、実印を

押してください。

弔
問 求審 (j憲章ム謂求審)[聾類記号 A-5] 

|書類記号 :A-51 貯金等相続手続請求書(支払請求書)
貯金等をしておりました下記被相蔵人が死亡し、訟が下記1の尉官等(被相続人が請求した現金払が現金払規定の定めにより規約解除となった場合の払山金の戻入れそ受ける権利を含みます。)を相続することになりました。ついて

は、者弘治勾ミ表して同貯金等の相続手続を行いますので、次のとおり諦求します。
相続手続の請求にあたり、彼相続人の遺言香はなく、また、私が代表して貯金等の相続手続を行うことに相続人全員が同意しており、相続人間の紛議もありません。

λ;;-J/.脳血栓嘩控訴訴~培、毒何事品種且l=~J宰麟語部捕停留、五~JI.猷年を負い、ゅうちょ銀行又は郵便局に対しては一切迷惑・触をおかけしません。
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生年月日 唐活U打年打月 11

1 貯金等の明細
迄表ρ時金智ζ;:J.1f~.、晶表却龍λ包支払~<:&t5.k.'o

空ーーー噛祖

貯金の種類 記号・番号 通帳等の有無

車掌'1fTJ.金 11500-1234561 @なし備知

あり・なし{紛却

あり・なし備知

あり・なし備対

あり・なし(紛失)

あり・なし櫛均

あり・なし備失)

あり・なし備知

パ函函¥

上記の『通援等の有無j欄にほし{紛知jと表示したものは、通帳又は証書等を紛失しましたので、未提出のまま処
現してくださb、。
なお、猪見じた場合は、直ちにゅうちょ銀行又は郵使局に返却します。 黙約ちょ銭符

遺言の有無欄

の該当笛所を

必ずOで囲ん

でくださし、

払戻金を通常

貯金へご入金

の場合、通常貯

金の記号番号

及びお名前(口

座名義人)をご

記入くださし、

※貯金等相続手続青求書は「名義書換えする貯金」と「払戻しをす

る貯金Jとで別々に作成をお願いします。



委 イ韮 状

平成 年 月 日

株式会社ゅうちょ銀行あて

下記の取扱いを委任します。

記

住所(干

氏名

住所(干

氏 名

岡田ー四ー田ーー同』ーーーーーー四回ー目白冊目ー-ー』個・ー-ーーーー明田ー回目ーーーーーーーーーーーーーー回目暗闇司自由ーーーーーー-ー-ーー『回目早田ーー・ー目ーーー・前四』ーーーーーー『
t 

[ご注意1
※ 委任状は、手続きを委任する方が自筆でご記入ください。

1 
1 
1 

1_-ーーーー四ーーーーーーーー四ーーーーーーーーー回目ー恒園田ーーーーー回目ー--ーーーーーーーーーーーーー--ー四ー由ーーーーーー由由ー田ーーーーーー-ーーー『ーーーー』ー四』由甲田a

駅ゅうちょ鰻行 (取扱盾→貯金事務センター)

[規程Naviコ】ト守 :50297 改正年月 :2011.5] 



※代表相続人様がご来府される場合は不要です。|代 理人様が持取れる輔の謂肉

代理人様がご来庖される場合は、委任状が必要となります。

代理人様のご本人様であることが確認できる証明書類(運転免許証、健康保険証など)

をお持ちください。(代表相続人様の証明書類と併せて必要となります。)

お持ちいただく書類は、「必要書類一覧表Jとともに同封の「貯金事務センターあて封・

筒Jに入れて、ゅうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にご提出ください O

※ 委任状は、相続手続を委任する方(代表相続人様)が自筆でご記入ください o

委任状作成 の

日付をご記入
ください。

t血血問問問向田町

i 平成25年 8月 10日

相園出向四四割血血圃岨 J

状{壬黍

代表相続人様 の
住所及び氏名(氏
名の前に「被相続

人様の氏名及び

代表相続人Jの文
字)等をご記入の

上、代表相続人様

の印章(実印〉を
押してください。
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株式会社ゅうちょ銀行あて

41500-123456 

41500-234567 

ず-5
霊揮の'NlfJ. 車掌~(/)，受篤必.ifllfÏの1~fií1.i!i.送芸療の受箆護瀞

下記の取扱いを委任します。

は
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く
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ご
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る
に
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ご
一
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す
的
れ
を
一
い
一

任
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だ
注
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さ
一

委
具
く
※
一
だ
一

代 表 相 続 人 様 から
相続手続を受任さ

れる方(代理人様)

の住所及び氏名等
をご記入ください。

11比所{〒 100 - 8798 

11 子fta/KiiffJ櫛 1Tf!3#J2号 11
11氏名 11 

11 一向白血 J轍た議事否問自由同一一一-J
i 【こ・注意l
i※ 委任状i士、手続きを委任する方が自筆でご記入ください。

i※ 三の季年状に基づ幸作苧ムミまか手続古宇する際i土、代理人さまのき住所、お名前が確認できる公的証j

委任する内容欄につきましては、下記の該当する内容をご記入ください。

「上記貯金等の相続手続に関する j は必ずご記入ください。

「書類の提出 J:書類の提出を代理人様が行う

「証書等の受領J:払戻証書又は名義書換済みの通帳等の受け取りを代理人様が行う

「払戻金の受領J:払戻証書の換金を代理人様が行う

「返送書類の受領J:書類に不備がある場合に、書類の返送先を代理人様あてにする

「連絡J:電話連絡を差し上げる場合に、連絡先を代理人様にする

この場合は、代理人様の電話番号を必ずご記入ください。

上記以外にも委任する事柄がある場合は、委任する内容を具体的にご記入ください。

※注

※ 


